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豊島区条例第４６号

豊島区空家活用条例

（目的）

第１条 この条例は、空家の有効活用に関し必要な事項を定めることにより、生活環

境及び景観の悪化等の社会問題による都市の活力や魅力の低下並びに火災及び犯罪

の発生を防止し、もって安全で安心して住み続けられるまちづくり及び区民等の多

様なライフスタイルの実現に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 空家 区の区域内（以下「区内」という。）に存する建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物（長屋及び共同住宅にあっては

各住戸。以下同じ。）であって現に人が居住せず、又は使用していない状態にあ

るものをいう。

(2) 所有者等 所有者又は管理者をいう。

(3) 区民等 区内に居住、滞在、通勤若しくは通学する者若しくは区内に事務所を

有する法人又はこれらのもので組織される団体をいう。

(4) 関連団体 区内において不動産業、建設業その他これらに関連する事業を営む



ものをいう。

（基本理念）

第３条 空家に関する対策は、空家の発生の防止及び適正な管理並びに空家の流通促

進及び有効活用等、地域や都市の活力の向上を基本理念として、総合的に推進する

ものでなければならない。

（区の責務）

第４条 区は、前条の基本理念にのっとり、空家の活用を総合的に推進しなければな

らない。

２ 区は、空家の活用に関して空家の所有者等、区民等及び関連団体の参加及び協力

を促進しなければならない。

（空家の所有者等の責務）

第５条 空家の所有者等は、第３条の基本理念にのっとり、空家の適正管理及び活用

に努めなければならない。

（区民等の責務）

第６条 区民等は、第３条の基本理念にのっとり、空家の活用に協力するとともに、

空家の発生の予防に努めなければならない。

（関連団体の責務）

第７条 関連団体は、第３条の基本理念にのっとり、空家の活用に協力するとともに、

空家の流通の促進に努めなければならない。

（相互の協力）

第８条 区、空家の所有者等、区民等及び関連団体は、この条例の目的を達成するた

め、相互にその果たす役割を理解し、協力するものとする。



（区が講ずる施策）

第９条 区は、空家の所有者等、区民等及び関連団体が空家の活用に関する理解を深

め、これに自主的に取り組むよう、広報活動、啓発活動その他必要な措置を講ずる

ものとする。

２ 区は、空家の所有者等からの空家の活用に関する相談に応ずるとともに、これら

の者に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

３ 区は、空家の所有者等、区民等及び関連団体の間の相互理解が増進され、協力が

推進されるよう、交流の促進その他必要な措置を積極的に講ずるものとする。

４ 区は、空家の活用を総合的に推進するために必要な体制を整備するとともに、必

要な施策を適切に講ずるものとする。

（空家の発生の予防）

第１０条 建築物の所有者等は、当該建築物の老朽化、未登記その他将来において空

家の発生の原因となるおそれのある事実があるときは、当該建築物の改修、登記そ

の他空家の発生を予防するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２ 区は、建築物の所有者等からの空家の発生の予防に関する相談に応ずるとともに、

情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

（空家の活用の登録）

第１１条 空家の所有者等は、規則で定めるところにより、区長に申請し、空家の活

用について登録を受けることができる。

２ 区長は、前項の登録を受けた者に対し、空家の活用又は交流の促進のために必要

な支援を行うものとする。

（空家活用事業者の登録）



第１２条 空家を活用しようとする事業者は、規則で定めるところにより、区長に申

請し、空家活用事業者として登録を受けることができる。

２ 前項の登録を受けた者（以下「登録事業者」という。）は、規則で定める事項を

区長に報告しなければならない。

３ 第１項の登録は、規則で定めるところにより、その更新を受けなければ、その期

間の経過によって、その効力を失う。

４ 区長は、登録事業者について規則で定める事項を公表するものとする。

（登録の取消し）

第１３条 区長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者

に対し、その登録を取り消すことができる。

(1) 廃業又は法人が合併等により消滅したとき。

(2) 不正の手段により前条第１項の登録を受けたとき。

(3) 前条第１項に規定する規則で定めるところによる登録の要件に該当しなくなっ

たとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

（家族的な住まい方の認定）

第１４条 空家の所有者等は、次の各号のいずれにも該当する住まい方として活用し

ようとするときは、規則で定めるところより、区長に申請し、家族的な住まい方と

して認定を受けることができる。

(1) 居住者数は、４人以上であり、かつ、居室数を上限としたものであること。

(2) 居住者は、１８歳以上であり、全員が親族関係にないこと。

(3) 居室の床面積は、それぞれ７平方メートル以上であること。



(4) 所有者と居住者の入居に係る契約（以下「入居契約」という。）は、居住者全

員の連名で行い、その契約に基づく一切の債務について居住者が連帯して履行の

責任を負うものであること。

(5) 入居契約は、契約者以外の者が入居できないものであること。

２ この条例の施行の際、現に前項各号に該当する家族的な住まい方として活用して

いるときも前項と同様とする。

３ 区長は、前２項の認定をしようとするときは、あらかじめ第１８条第１項の規定

による豊島区家族的な住まい方認定審議会の意見を聴かなければならない。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、区長は、第１８条第１項の規定による豊

島区家族的な住まい方認定審議会の意見を聴いて特に必要と認めたときは、家族的

な住まい方として認定をすることができる。

５ 区長は、第１項、第２項及び前項の規定により家族的な住まい方として認定をし

たときは、その申請者に対し、認定済証を交付するものとする。

６ 前項の規定により認定済証の交付を受けた者（以下「被交付者」という。）は、

規則で定める事項を区長に報告しなければならない。

（安全確保）

第１５条 前条第１項、第２項及び第４項の規定により認定を受けた家族的な住まい

方（以下「認定を受けた住まい方」という。）として活用している建築物の所有者

等及び居住者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 良好なコミュニティの形成に努めること。

(2) 毎年１回以上、防災訓練を実施すること。

(3) 緊急時における連絡体制を確保すること。



(4) 前３号に定めるもののほか、規則で定める安全確保に必要な対策を実施するこ

と。

２ 被交付者は、規則で定めるところにより、区長に安全確保に関する事項を届け出

なければならない。

（変更の届出）

第１６条 被交付者は、規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、その旨

を区長に届け出なければならない。

（認定の取消し）

第１７条 区長は、被交付者又は認定を受けた住まい方が次の各号のいずれかに該当

するときは、被交付者に対し、その認定を取り消すことができる。

(1) 第１４条第１項各号に掲げる事項に該当しなくなったとき。

(2) 不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 第１４条第６項の規定による報告がなかったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、次条第１項の規定による豊島区家族的な住まい方

認定審議会の意見を聴いて区長が必要と認めたとき。

（豊島区家族的な住まい方認定審議会）

第１８条 区長は、第１４条第３項及び第４項並びに前条第５号の規定により、家族

的な住まい方の認定又は取消しを行うための意見を聴くことを目的に、区長の附属

機関として、豊島区家族的な住まい方認定審議会（以下「審議会」という。）を設

置する。

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、家族的な住まい方を調査及び審議し、答申する。



３ 審議会は、前項に定めるもののほか、家族的な住まい方に関する重要な事項につ

いて、区長に意見を述べることができる。

４ 審議会は、学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する委員５人以内で組織

する。

５ 審議会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたとき

の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

６ 審議会の委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。

（調査）

第１９条 区長は、この条例の執行に関して必要な範囲において、空家の所有者等の

氏名及び住所又は居所を確知するために必要な調査を行うことができる。

２ 区長は、この条例の執行に関して必要な範囲において、空家の所有者等に対し、

質問若しくは実態調査をし、又は資料の提出を求めることができる。

３ 区長は、前項の規定による実態調査を行うときは、空家の所有者等の承諾を得て、

区の職員を空家に立ち入らせることができる。

４ 前項の規定により立入調査を行う区の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

５ 第３項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。

６ 前各項の規定は、第１４条第１項、第２項及び第４項の規定による家族的な住ま



い方の認定について準用する。この場合において、第１項から第３項までの規定中

「空家」とあるのは「認定を受けた住まい方として活用している建築物」と、「所

有者等」とあるのは「所有者等及び居住者」と読み替えるものとする。

（委任）

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。


